
（２）上記（１）の取組を行う複数組織を効率的かつ体系的にバックアップする林業関係団体 

○事業主体：事業主体となることができるものは、以下の（１）（２）いずれかの要件を満たした⾧崎
 県内に事業所を有する組織とする。

(１)事業対象となる事業体
A．「産地計画」を策定し、かつ「将来ビジョン」策定済の事業体は、「産地計画」及び「将来

  ビジョン」の内容に沿って①～④に取り組む事業体（①～③のいずれかの取組は必須）
B．「産地計画」を策定し、「将来ビジョン」未策定の事業体は、令和９年度までに「将来ビジ
 ョン」を策定することを前提に、①～④に取り組む事業体（①～③のいずれかの取組は必須）

内  容

① 将来ビジョン実行

ステップアップを目指して策定した、将来ビジョン及び産地計

画の実行にあたってのビジョンのフォローアップや人材育成プ

ログラム研修の受講、並びに、「将来ビジョン」未作成事業体

においては将来ビジョン策定等に取り組む事業体

② 生産対策

素材生産量の増加・生産性の向上、事務の効率化に向けたス

マート林業技術の導入による林業イノベーションの促進等に取

り組む事業体

③ 担い手対策

女性や外国人等の多様な人材の確保・育成、安全・快適な就労

環境整備、技能試験・研修等キャリアアップにより、働き続け

られる環境整備等に取り組む事業体

④ 高性能林業機械のリース

現場の条件に対応した作業システムを構築し、素材生産性の向

上に取り組むために高性能林業機械・スマート林業機械をリー

スする事業体
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